
 

第６６回 活動推進幹事会 

○第６６回活動推進幹事会 

〔開 催 日〕 平成 2６年３月１１日（火） 

〔開催場所〕 原子力機構 東海研究開発センター 原子力科学研究所 

〔議   題〕  

（１）第６５回活動推進幹事会議事録について 

（２）前回幹事会以降の活動状況について 

１）平成２５年度 安全教育に係る協力活動について 

２）平成２５年度 情報等の交換に係る協力活動について 

３）緊急事態を想定した協力活動訓練について 

（３）平成２５年度活動状況報告（案）について 

（４）平成２６年度年間活動基本計画（案）について 

（５）東海ノア通信第 5５号の発行について 

（６）その他 

第６６回活動推進幹事会では、議題（３）及び（４）により平成２５年度活動状

況報告（案）及び平成２６年度年間活動基本計画（案）についての審議がなされ、

一部修文することで承認されたことから、平成２６年３月 28日に開催予定の第 

３０回安全協力委員会おいて、平成２５年度活動状況を報告するとともに平成２６

年度年間活動基本計画（案）について審議いただくこととなりました。 

また、議題（５）については、一部表記の見直しが指摘されたため、発行前に再

度全体について確認の上、発行することとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

○第６５回活動推進幹事会 

・開 催 日：平成 2５年１２月１２日（木） 

・開催場所：原子力機構 東海研究開発センター 原子力科学研究所 

・議 題：（１）第６４回活動推進幹事会議事録について 

（２）平成２５年度 第２回自主保安点検協力活動報告について 

（３）平成２５年度 安全教育に係る協力活動について 

①平成２５年度 第１回安全教育研修実施記録 

②平成２５年度 原子力事業所安全協力協定自衛消防隊研修会実施記録 

（４）平成２５年度 総合訓練計画について 

（５）東海ノア通信第５４号の発行について 

（６）その他 

 

第６５回活動推進幹事会では、議題（４）により平成２５年度総合訓練計画に

ついての審議がなされ、平成２６年１月１５日（予定）に、東海地区に活動本部

を設置して、通報訓練を主体とした総合訓練を実施することになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第６５回活動推進幹事会 



 

 

○第６４回活動推進幹事会 

・開 催 日：平成 2５年９月２６日（木） 

・開催場所：原子力機構 東海研究開発センター 原子力科学研究所 

・議 題：（１）第６３回活動推進幹事会議事録について 

（２）原子力事業所安全協力協定の改正等について 

（３）原子力事業所安全協力協定役員等の変更について 

（４）平成 2５年度 第１回自主保安点検協力活動報告について 

（５）平成２５年度 安全教育に係る協力活動について 

（６）情報の交換に係る協力活動について 

（７）平成２５年度 東海ノア総合訓練について 

（８）平成２５年度 上期活動状況及び下期活動計画について 

（９）東海ノア通信第５３号の発行について 

（10）その他 

 

第６４回活動推進幹事会では、議題（２）により「原子力事業所安全協力協定」、

「緊急事態協力活動要領」及び「緊急事態協力活動マニュアル」の改定について

の報告がなされ、緊急事態活動本部要員が承認されました。 

このことから、今後は本協定等に基づき協力活動を実施していただくことにな

ります。 

また、議題（７）により東海ノア総合訓練について、見直した活動本部新体制

により、東海地区において実施することになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第６４回活動推進幹事会 



 

 

○第６３回活動推進幹事会 

・開 催 日：平成 2５年６月１７日（月） 

・開催場所：原子力機構 東海研究開発センター 原子力科学研究所 

・議 題：（１）第６２８回活動推進幹事会議事録について 

（２）原子力事業所安全協力協定役員等の変更について 

（３）平成２５年度 第１回自主保安点検協力活動計画について 

（４）平成 2５年度 原子力事業所自衛消防隊研修会計画について 

（５）平成２５年度 通報連絡訓練実施計画について 

（６）情報交換に係る配信情報について 

（７）原子力事業所安全協力協定の改訂について 

（８）東海ノア通信第５２号の発行について 

（９）その他 

 

第 63 回活動推進幹事会では、議題（７）により「原子力事業所安全協力協定」

の改訂についての審議がなされ、事務局より改訂の主旨等について説明し、幹事

会委員の全員一致で承認されたことから、平成２５年 7 月末を目途に、各加盟事

業所にて改定手続きをお願いすることとなりました。 

また、先の安全協力委員会および活動推進幹事会において改定の承認をいただ

いておりました、「緊急事態協力活動要領」および「緊急事態協力活動マニュア

ル」につきましても、協定の改訂時期に合わせて改定することとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６３回活動推進幹事会 
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